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令和７年１１月４日  
区内介護サービス事業所 各位 
 

 

次期事業計画策定に向けた各種アンケート調査の実施について（依頼） 

 
 

日頃から板橋区の介護保険事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

介護保険課では、今後の介護保険事業運営の参考とするため、令和７年１１月１０日より、区

民向けの各種アンケート調査及び介護サービス事業所調査の実施を予定しております。 

区民向けの各種アンケート調査につきまして、貴事業所の利用者の方々のお手元に届き、ご相

談をお受けになった場合は、是非ご回答くださるようご案内いただければ幸いです。 

 

また、介護保険ニーズ調査と同時期に、区内の介護保険サービス事業所を対象とする介護サー

ビス事業所調査を実施いたします。こちらは、各事業所の運営状況やサービス提供における現状

や課題、板橋区への要望等についてご回答いただくものです。 

次期計画策定に向けて少しでも多くのご意見をお伺いできればと思っておりますので、お忙し

い所誠に恐縮ですが、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

本調査についてご不明な点がありましたら、介護保険課管理相談係までお問合せください。 

よろしくお願いいたします。 

記 

１. 調査期間  令和７年 11月 10日（月）から 12月 5日（金） 

 

２. 調査方法  配付方法は郵送・回答方法は調査票（書面）または電子回答 

※事業所調査は電子回答のみ 

 

３.  調査構成・対象者                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．問合せ先    板橋区役所 健康生きがい部介護保険課 管理相談係  

担当：内田・今城・串﨑 

                   電話： 03(3579)2357  Ｍail: ki-kaikan@city.itabashi.tokyo.jp 

 調査名 対象者 

１ 介護サービス事業所調査 
 

 
 
 

 
  

板橋区内全事業所  約 720事業所 
 
［業種区分］    ・居宅介護支援事業所  

・居宅型事業所         

・入所・入居型事業所   
※区分については裏面をご確認ください。 

２ 二ーズ調査 

【1】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

【2】要介護認定者向け調査 

 

 
【1】65歳以上の元気高齢者・事業対象者 
・要支援認定を受けている方   5,500名 

【2】65歳以上の要介護１～5の方  
4,900名 

３ 介護保険サービス利用意向実態調査 

 

要支援・要介護認定を受けながら、介護保険

サービスを利用していない方   2,000名 

４  在宅介護実態調査 

 

在宅で生活している要支援・要介護認定者

のうち、更新申請・区分変更申請に伴う認定

調査を受けた方        2,000名 

全事業所共通設問 

＋ 

 業種別の選択設問（3 種別） 

［３種類から１つ選択］ 
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（参考） 事業所調査の業種区分 
 

※下表の業種区分（１）居宅介護、（２）居宅型、（３）入所・入居型をご確認いただき、 

対応する選択設問を選んでご回答ください。 

   

種別 サービス名称 分類 
業種区分 

【選択設問】 

居宅介護 居宅介護支援 居宅介護 （１）居宅介護 

居宅 

訪問介護（総合事業含む） 訪問型 （２）居宅型 

訪問入浴介護 訪問型 （２）居宅型 

訪問リハビリテーション 訪問型 （２）居宅型 

訪問看護 訪問型 （２）居宅型 

福祉用具貸与 福祉用具型 （２）居宅型 

特定福祉用具販売 福祉用具型 （２）居宅型 

通所介護（総合事業含む） 通所型 （２）居宅型 

通所リハビリテーション 通所型 （２）居宅型 

短期入所生活介護 短期入所型 （２）居宅型 

短期入所療養介護 短期入所型 （２）居宅型 

特定施設入居者生活介護 入居型 （３）入所・入居型 

地域密着 

小規模多機能型居宅介護 複合型 （２）居宅型 

看護小規模多機能型居宅介護 複合型 （２）居宅型 

認知症対応型通所介護 通所型 （２）居宅型 

地域密着型通所介護（総合事業含む） 通所型 （２）居宅型 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問型 （２）居宅型 

夜間対応型訪問介護 訪問型 （２）居宅型 

認知症対応型共同生活介護 入居型 （３）入所・入居型 

地域密着型特定施設入居者生活介護 入居型 （３）入所・入居型 

施設 

介護老人福祉施設 入所型 （３）入所・入居型 

介護老人保健施設 入所型 （３）入所・入居型 

介護医療院 入所型 （３）入所・入居型 
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７板健介第６４８号 

令和７年１０月６日 

指定地域密着型サービス事業所 各位 

指定介護予防・生活支援サービス事業所 各位 

指定居宅介護支援事業所 各位 

指定介護予防支援事業所 各位 

板橋区健康生きがい部     

 介護保険課長 大野 真澄  

（公印省略）  

 

電子申請・届出システムでの指定申請等の書類の提出について 

 

 日頃より、板橋区の介護保険行政にご理解ご協力をいただき誠に有難うございます。 

 板橋区では、指定申請等の手続きを電子化するため、厚生労働省にて運用されている「電

子申請・届出システム」 （以下「本システム」という。）を令和６年１０月より導入しており

ますが、令和８年４月１日（水）より、本システムを活用した電子申請・届出手続きを原則

とします。 

ついては、令和８年４月１日以降に実施する各種手続きについては、従来の郵送 ・持参で

はなく、本システムからの電子申請・届け出にて実施していただきますようお願いします。 

なお、本システムを使用するためには、デジタル庁が運用するＧビズＩＤ（プライム又は、

メンバー）を取得する必要がありますので、まだ取得していない事業所におかれましては、

早期に取得手続きを進めていただきますようお願いします。 

 

記 

１ 電子申請・届出手続きが原則となる日 

  令和８年４月１日（水）受付分より 

 

２ 対象のサービス及び手続 

対象サービス 「電子申請・届出システム」で提出となる手続 

地域密着型サービス 〇新規指定申請 

〇指定更新申請 

〇変更届出 

〇加算届出 

〇休止・廃止届出 

〇再開届出 

〇指定辞退届出 

介護予防・生活支援サービス 

居宅介護支援 

介護予防支援 
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３ その他 

  ＧビズＩＤの取得や、電子申請・届出システムの操作方法については、下記ホームペー

ジをご参照ください。 

 

  〇区ホームページ 

   介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について 

   https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kaigo/1003726/1055087.html 

 

 

（※）令和７年度末までに、すべての指定権者において、電子申請・届出システムの利用開

始及びシステム利用の原則化が、法令上規定されております。 

 

 

 

（担当） 板橋区健康生きがい部介護保険課     

施設整備・事業者指定係          

電 話：03（3579）2253         

メール：ki-sougou＠city.itabashi.tokyo.jp 
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令和７年９月９日 

板橋区内介護サービス事業者 各位 

板橋区健康生きがい部介護保険課 

 

 

板橋区ケアプランデータ連携システム導入経費補助金の交付申請について 

 

 

平素より、板橋区の介護保険行政に御理解・御協力いただきありがとうございます。 

板橋区では、介護現場における負担軽減及び職場環境の改善等による生産性の向上を支援

するため、下記のとおりケアプランデータ連携システムの導入に係る経費を補助します。 

 

記 

 

１ ケアプランデータ連携システムについて 

  「ケアプランデータ連携システム」とは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所

との間で毎月やりとりされるケアプランの情報をデータ連携するシステムです。 

これまで手書き・印刷し、ファックスや郵送でやり取りしていたサービス提供票や居

宅介護サービス計画書等を、システム上でデータの送受信ができるようになり、業務負

担軽減や経費削減が期待できます。 

詳細につきましては、国民健康保険中央会ホームページおよびケアプランデータ連携

システムヘルプデスクサポートサイトをご覧ください。 

 

国民健康保険中央会ホームページ 

ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト 

 

２ 補助対象事業所 

  申請日現在において、板橋区内に所在するケアプランデータ連携システムによるデー

タ連携の対象となる介護サービス事業所。（別紙【補助の対象となるサービス種類】参

照）ただし、休止中または法人住民税を滞納している事業所は除く。 

 

３ 補助対象経費 

  令和７年４月１日以降にケアプランデータ連携システムを利用するために購入したパ

ソコンまたはタブレット端末の購入費用。ただし、消費税を除く。 

   

４ 補助金額 

  パソコンまたはタブレット端末の購入費用と補助基準額１０万円のうち、いずれか低

い金額に４分の３を乗じた金額。 
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５ 申請方法 

  以下の（１）または（２）の方法により、法人単位で申請してください。 

（１）電子申請 

下記の電子申請フォームから必要事項の入力および必要書類を添付してください。 

電子申請（LoGo フォーム） 

（２）郵送または持参 

  郵送または介護保険課窓口への持参により提出する場合は、以下の①～⑤をご提出く

ださい。 

 ①板橋区ケアプランデータ連携システム導入経費補助金交付申請書兼請求書【第１号様

式】 

 ②所要額調書【第 1号様式別紙１】 

 ③領収書または情報端末を購入したことが確認できる書類の写し 

 ④ケアプランデータ連携システムを導入したことがわかる資料 

 ⑤法人住民税の領収書の写し又は納税証明書。ただし、非課税の場合は申告書の写し、

免除の場合は免除決定通知書の写し（いずれも直近のもの） 

 

６ 申請期限 

  令和７年１２月２６日（金） 

 

７ その他 

  別添の「「板橋区ケアプランデータ連携システム導入経費助金Ｑ＆Ａ」をご確認の上、申

請してください。 

 

８ 問い合わせ・提出先 

  〒173－8501 東京都板橋区板橋二丁目 66 番１号 

  板橋区 健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係 

  （電話）03－3579－2253 

 

事業の概要や申請方法等については、板橋区ホームページにも掲載しています。 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kaigo/1003726/1059002.html 
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.j
p

/k
o
u
re

i/
h
o
k
e
n

/k
a
ig

o
c
h
a
lle

n
g
e
.h

tm
l（

「
か
い
チ
ャ
レ
」
で
検
索
）

※
本
事
業
は
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
が
対
象
で
す
が
、
保
育
・
児
童
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
体
験
先
と
し
た
ふ
く
チ
ャ
レ
事
業
を

生
活
福
祉
部
に
て
令
和
６
年
度
よ
り
実
施
し
て
い
ま
す
。

参
加
者
（
都
民
）
募
集

受
入
事
業
者
募
集

▶
対

象
介
護
職
未
経
験
者
か
つ
都
内
ま
た
は
近
隣
県
に
在
住

年
齢
不
問

（
学
生
も
介
護
福
祉
士
養
成
課
程
以
外
対
象
）

▶
募
集
数

１
，
０
０
０
名
程
度

○
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
か
ら
意
向
に
沿
う
体
験
先
を
調
整

○
職
場
体
験
参
加
１
日
あ
た
り

5
,0

0
0
円
の
支
援
金
支
給

（
１
事
業
所

5
日
ま
で
、

1
人

3
事
業
所
ま
で
）

○
体
験
後
就
業
意
向
が
あ
る
場
合
、
就
業
先
と
条
件
等
を
マ
ッ

チ
ン
グ

▶
対

象
都
内
介
護
保
険
施
設
ま
た
は
事
業
所

▶
募
集
数

８
０
０
所
程
度

○
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
や
職
場
定
着
を
テ
ー
マ
に
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催

○
体
験
の
受
入
れ
や
日
程
調
整
、
就
業
を
希
望
す
る
際
の
調
整

を
フ
ォ
ロ
ー

○
職
場
体
験
受
入

1
日
あ
た
り

7
,1

0
0
円
の
支
援
金
支
給 東

京
都
福
祉
局

1

未
経
験
者
の
活
用
支
援

○
か
い
チ
ャ
レ
登
録
事
業
所
に
対
し
、
未
経
験
者
で
も
可
能
な
業
務
切
り
出
し
等
の
ア
ド
バ
イ
ス

○
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
ス
ポ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
ト
ラ
イ
ア
ル
利
用
料
支
援

8




対
象
期
間

雇
用
開
始
日
～
令
和
８
年
１
月
３
１
日
の
期
間
で
最
大
６
か
月
（
有
期
雇
用
契
約
に
限
る
）


雇
用
開
始

令
和
７
年
５
月
上
旬
～
１
１
月
１
日
（
予
定
）


対
象
条
件

勤
務
の
一
部
と
し
て
、
対
象
期
間
中
に
以
下
の
研
修
の
い
ず
れ
か
を
修
了
す
る
こ
と

・
無
資
格
者
…
「
介
護
職
員
初
任
者
研
修
」

・
有
資
格
者
…
「
実
務
者
研
修
」


対
象
事
業
所

公
募
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
都
内
の
介
護
保
険
施
設
等
（
※
訪
問
介
護
系
事
業
所
を
除
く
。
）

事
業
者
公
募
４
月
上
旬
～
中
旬
（
※
６
月
上
旬
～
中
旬
も
追
加
募
集
の
可
能
性
あ
り
）

条
件

事
業
者
が
新
た
に
採
用
し
た
介
護
職
員
（
有
期
雇
用
職
員
）
の
雇
用
経
費
の
一
部
を
、
都
が
負
担
し
ま
す
。


対
象
経
費

対
象
期
間
中
の
賃
金
相
当
額
、
初
任
者
研
修
等
受
講
料
、
求
人
広
告
費

な
ど


負
担
額
上
限

１
人
あ
た
り

１
９
８
万
円

又
は

１
２
０
万
円
ま
で

（
勤
務
時
間
の
長
さ
に
よ
る
）


募
集
人
数

９
５
０
名
程
度

（
１
事
業
所
あ
た
り
最
大
３
名
。
経
験
者
は
１
事
業
所
あ
た
り
１
名
ま
で
）

支
援
内
容

参
考

※
東
京
都
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
東
京
都
社
会
福
祉
協
議
会
）
に
委
託
し
て
実
施

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
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k
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p
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h
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l
【
東
京
都
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
】

h
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p
s:
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w
w

.t
c
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.t
v
a
c
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/j
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z
a
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k
a
ig

o
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n
z
a
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a
k
u
h
o
.h
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人
材
セ
ン
タ
ー

東
京
都
福
祉
局

※
週

2
0
時
間
以
上
の

勤
務
が
対
象
で
す
。

令
和
７
年
度

介
護
職
員
就
業
促
進
事
業

2

9




対
象
期
間

雇
用
開
始
日
～
令
和
８
年
１
月
３
１
日
の
期
間
で
最
大
６
か
月
（
有
期
雇
用
契
約
に
限
る
）


雇
用
開
始

令
和
７
年
５
月
上
旬
～
１
１
月
１
日
（
予
定
）


対
象
条
件

勤
務
の
一
部
と
し
て
、
原
則
、
対
象
期
間
中
に
以
下
の
研
修
の
い
ず
れ
か
を
修
了
す
る
こ
と

・
無
資
格
者
…
「
介
護
職
員
初
任
者
研
修
」

・
有
資
格
者
…
「
実
務
者
研
修
」


対
象
事
業
所

公
募
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
都
内
の
訪
問
介
護
事
業
所
等

事
業
者
公
募
４
月
上
旬
～
中
旬
（
※
６
月
上
旬
～
中
旬
も
追
加
募
集
の
可
能
性
あ
り
）

条
件

事
業
者
が
新
た
に
採
用
し
た
訪
問
介
護
員
（
有
期
雇
用
職
員
）
の
雇
用
経
費
の
一
部
を
、
都
が
負
担
し
ま
す
。


対
象
経
費

対
象
期
間
中
の
賃
金
相
当
額
、
初
任
者
研
修
等
受
講
料

な
ど


負
担
額
上
限

１
人
あ
た
り

１
９
８
万
円

又
は

１
２
０
万
円
ま
で

（
勤
務
時
間
の
長
さ
に
よ
る
）


募
集
人
数

３
０
０
名
程
度

（
１
事
業
所
あ
た
り
最
大
３
名
。
経
験
者
は
１
事
業
所
あ
た
り
１
名
ま
で
）

支
援
内
容

参
考

※
東
京
都
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
東
京
都
社
会
福
祉
協
議
会
）
に
委
託
し
て
実
施

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
介
護
職
員
就
業
促
進
事
業
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s:
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w

w
w
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k
u
sh
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m
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.j
p
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i.
h
tm

l
【
東
京
都
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
】

h
tt

p
s:
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w

w
w

.t
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sw

.t
v
a
c
.o

r.
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/j
in

z
a
i/

k
a
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o
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n
z
a
ik

a
k
u
h
o
.h

tm
l

人
材
セ
ン
タ
ー

東
京
都
福
祉
局

※
週

1
0
時
間
以
上
の

勤
務
が
対
象
で
す
。

※
求
人
広
告
費
は
対
象
外
で
す
。

令
和
７
年
度

訪
問
介
護
採
用
応
援
事
業

3
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訪
問
介
護
事
業
所
が
、
正
社
員
と
し
て
訪
問
介
護
員
（
ヘ
ル
パ
ー
）
を
新
た
に
採
用
す
る
際
に
か
か
る
求
人

媒
体
掲
載
等
の
経
費
の
一
部
を
、
都
が
負
担
し
ま
す
。


対
象
経
費

求
人
媒
体
掲
載
費
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
広
告
料
、
就
職
フ
ェ
ア
出
展
経
費
、

採
用
事
務
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
経
費
等


補
助
基
準
額

１
法
人
あ
た
り
８
０
万
円
（
上
限
）


補
助
率

１
０
／
１
０


実
施
規
模

１
，
３
０
０
法
人

支
援
内
容

令
和
７
年
度

訪
問
介
護
事
業
所
訪
問
介
護
員
採
用
経
費
補
助


対
象
事
業
所

訪
問
介
護
事
業
所

（
訪
問
介
護

/定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
介
護
看
護

/夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
）

条
件

参
考

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s
:/

/w
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w
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u
k
u
sh

i.
m

e
tr
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o
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p

/k
o
u
re

i/
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/j
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z
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i.
h
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l

東
京
都
福
祉
局

4
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訪
問
介
護
事
業
所
が
、
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
を
導
入
す
る
際
に
か
か
る
購
入
経
費
の
一
部
を
、
都
が
負
担

し
ま
す
。


対
象
経
費

電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
の
購
入
経
費


補
助
基
準
額

１
事
業
所
あ
た
り
２
０
万
円
（
上
限
）


補
助
率

３
／
４


実
施
規
模

１
，
５
０
０
法
人

支
援
内
容

令
和
７
年
度

訪
問
介
護
事
業
所
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
導
入
経
費
補
助


対
象
事
業
所

訪
問
介
護
事
業
所

（
訪
問
介
護

/定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
介
護
看
護

/夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
）

※
１
法
人
あ
た
り
１
０
事
業
所
ま
で

条
件

参
考

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.f

u
k
u
sh

i.
m

e
tr

o
.t

o
k
y
o
.l
g
.j
p

/k
o
u
re

i/
h
o
k
e
n

/j
in

z
a
i.
h
tm

l

東
京
都
福
祉
局

5
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
対
象
事
業
所

訪
問
介
護
事
業
所

（
訪
問
介
護

/定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
介
護
看
護

/夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
）

※
都
内
に
訪
問
介
護
の
事
業
所
数
が
１
０
か
所
以
上
か
つ
資
本
金
５
千
万
を
超
え
る
法
人
は
除
く

※
１
法
人
あ
た
り
３
事
業
所
ま
で

条
件

中
小
の
訪
問
介
護
事
業
所
が
、
電
動
自
動
車
及
び
電
動
バ
イ
ク
を
購
入
す
る
際
の
経
費
の
一
部
を
、
都
が
負
担
し

ま
す
。


対
象
経
費

電
動
自
動
車
及
び
電
動
バ
イ
ク
を
購
入
す
る
際
の
経
費


補
助
基
準
額

１
事
業
所
あ
た
り
５
０
０
万
円
（
上
限
）


補
助
率

１
／
２


実
施
規
模

３
０
事
業
所

支
援
内
容

参
考

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.f

u
k
u
sh

i.
m

e
tr

o
.t

o
k
y
o
.l
g
.j
p

/k
o
u
re

i/
h
o
k
e
n

/j
in

z
a
i.
h
tm

l

東
京
都
福
祉
局

令
和
７
年
度

訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
Ｅ
Ｖ
車
・
Ｅ
Ｖ
バ
イ
ク
導
入

支
援
事
業

6
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
対
象
事
業
所

訪
問
介
護
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
介
護

看
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
居
宅
介
護
支
援


補
助
基
準
額

１
事
業
所
あ
た
り
５
０
万
円
上
限

※
職
員
数
に
応
じ
て
基
準
額
を
設
定

１
～
１
０
人

１
０
０
千
円

／
１
１
～
２
０
人

２
０
０
千
円

２
１
～
３
０
人

３
０
０
千
円

／
３
１
～
４
０
人

４
０
０
千
円

４
１
人
～

５
０
０
千
円

条
件

訪
問
介
護
事
業
者
が
訪
問
介
護
員
の
暑
さ
対
策
グ
ッ
ズ
等
の
購
入
す
る
際
の
経
費
の
一
部
を
、
都
が
負
担
し
ま
す
。


対
象
経
費

空
調
服
、
冷
却
ベ
ス
ト
、
ネ
ッ
ク
ク
ー
ラ
ー
・
ア
イ
ス
リ
ン
グ
等
を
購
入
す
る
際
の
経
費


補
助
率

３
／
４


実
施
規
模

８
５
０
事
業
所

支
援
内
容

参
考

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
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u
k
u
sh

i.
m

e
tr

o
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o
k
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o
.l
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p
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o
u
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i/
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o
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e
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/j
in

z
a
i.
h
tm

l

東
京
都
福
祉
局

令
和
７
年
度

訪
問
系
介
護
サ
ー
ビ
ス
暑
さ
対
策
緊
急
支
援
事
業

7
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
対
象
職
員

令
和
７
年
１
月
２
日
～
令
和
８
年
１
月
１
日
に
新
た
に
採
用
し
た
、
介
護
業
務
未
経
験
の
者


対
象
奨
学
金

日
本
学
生
支
援
機
構
（

JA
S
S
O
）
、
学
校
、
地
方
公
共
団
体
の
貸
与
型
奨
学
金


補
助
条
件

対
象
職
員
が
以
下
の
期
間
で
資
格
取
得
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

事
業
者
が
そ
れ
を
支
援
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
こ
と

参
考

介
護
職
員
の
奨
学
金
返
済
支
援
と
育
成
に
取
り
組
む
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
経
費
を
都
が
補
助
し
ま
す
。


対
象
経
費

事
業
者
が
対
象
職
員
に
支
払
っ
た
「
奨
学
金
返
済
手
当
」
の
額


補
助
基
準
額

月
５
万
円
上
限
（
最
大
５
年
間
補
助
）

期
間

１
年
以
内

３
年
以
内

４
（
・
５
）
年
目

対
象
資
格

介
護
職
員
初
任
者
研
修
の
修
了

実
務
者
研
修
の
修
了

介
護
福
祉
士
国
家
試
験
の
受
験

支
援
内
容

条
件

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.f
u
k
u
sh

i.
m

e
tr

o
.t

o
k
y
o
.l
g
.j
p

/k
o
u
re

i/
h
o
k
e
n

/j
in

z
a
i.
h
tm

l
【
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
】

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.f

u
k
u
s
h
iz

a
id

a
n
.j
p

/1
1
7
s
h
o
u
g
a
k
u
k
in

/

東
京
都
福
祉
局

福
祉
保
健
財
団

令
和
７
年
度

介
護
職
員
奨
学
金
返
済
・
育
成
支
援
事
業

8

15



参
考

住
居
費
等
生
活
コ
ス
ト
の
高
い
東
京
の
実
情
を
踏
ま
え
、
居
住
支
援
特
別
手
当
を
、
都
が
助
成
し
ま
す
。


対
象
要
件

各
法
人
に
お
い
て
居
住
支
援
特
別
手
当
を
新
た
に
設
け
た
場
合


助
成
額

対
象
者
一
人
あ
た
り
月
額
最
大
１
万
円

（
勤
続
５
年
目
ま
で
の
職
員
に
は
さ
ら
に
１
万
円
を
加
算
）

支
援
内
容


対
象
者
：
常
勤
及
び
非
常
勤
職
員

（
所
定
労
働
時
間
が
週

2
0
時
間
以
上

(又
は
月

8
0
時
間
以
上

)）


居
住
形
態
等
の
要
件

原
則
、
居
住
形
態
・
所
有
形
態
は
問
い
ま
せ
ん
。

※
「
介
護
職
員
宿
舎
借
り
上
げ
支
援
事
業
」
等
の
利
用
者
に
つ
い
て
は
対
象
外
で
す
。


手
当
額

月
額

1
万
円
（
勤
続

5
年
目
ま
で
の
介
護
職
員
に
は

1
万
円
を
加
算
）

条
件

※
事
業
詳
細
は
本
事
業
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
東
京
都
居
住
支
援
特
別
手
当
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
】

h
tt

p
s:

//
w

w
w
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y
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n
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k
u
b
e
ts

u
te

a
te

.j
p
/i

n
d
e
x
.h

tm
l

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
は

こ
ち
ら
か
ら
↓

令
和
７
年
度

介
護
職
員
・
介
護
支
援
専
門
員
居
住
支
援
特
別
手
当
事
業

9
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参
考

介
護
職
員
宿
舎
の
借
り
上
げ
に
必
要
な
経
費
を
、
都
が
助
成
し
ま
す
。


対
象
経
費

賃
料
、
共
益
費
（
管
理
費
）
、
礼
金
、
更
新
料

な
ど


助
成
基
準
額

宿
舎
１
戸
あ
た
り
月
８
２
，
０
０
０
円


助
成
戸
数

事
業
所
の
利
用
定
員
数
に
応
じ
て
、
４
戸
か
ら
最
大
２
０
戸
ま
で

た
だ
し
、
上
限
戸
数
に
達
し
た
場
合
で
も
外
国
人
は
枠
外
で
助
成


実
施
規
模

７
，
９
２
４
戸

支
援
内
容

災
害
対
応
要
件

①
区
市
町
村
か
ら
福
祉
避
難
所
等
の

指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
所

②
区
市
町
村
と
災
害
時
協
定
（
※
）
を

締
結
し
て
い
る
事
業
所

③
そ
の
他
の
事
業
所

補
助
率

７
／
８

１
／
２

条
件
・
補
助
率

※
【
災
害
時
協
定
に
つ
い
て
】
「
安
否
確
認
＋
災
害
時
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
等
」
又
は
「
安
否
確
認
＋
避
難
誘
導
」
の
い
ず
れ
か

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s:
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w

w
w
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u
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京
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財
団
】

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.f

u
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u
s
h
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a
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a
n
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p

/3
0
4
s
h
u
k
u
s
h
a
/

東
京
都
福
祉
局

福
祉
保
健
財
団

令
和
７
年
度

東
京
都
介
護
職
員
宿
舎
借
り
上
げ
支
援
事
業

1
0
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介
護
事
業
所
が
、
デ
ジ
タ
ル
機
器
を
活
用
し
介
護
業
務
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
機
能
を
有
し
た
シ
ス
テ
ム
（
介
護
業
務
支
援
シ
ス
テ
ム
）
を

導
入
す
る
場
合
に
、
必
要
な
経
費
の
一
部
を
都
が
補
助
し
ま
す
。

対
象
事
業
所
：
都
内
に
お
い
て
開
設
し
て
い
る
介
護
事
業
所

◆
記
録
業
務
、
情
報
共
有
業
務
（
事
業
所
内
外
の
情
報
連
携
含
む
。
）
、
請
求
業
務
を
一
通
り
行
う

(一
気
通
貫
と
な
る

)こ
と
が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

◆
日
中
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
常
設
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

◆
厚
生
労
働
省
の
科
学
的
介
護
情
報
シ
ス
テ
ム
「

L
I
F
E
」
に
よ
る
情
報
収
集
に
協
力
す
る
意
思
を
有
す
る
こ
と

◆
I
P
A
が
実
施
す
る
「

S
E
C

U
R

I
T
Y

 A
C

T
I
O

N
」
の
「
★
一
つ
星
」
又
は
「
★
★
二
つ
星
」
を
宣
言
す
る
こ
と
。

支
援
内
容

介
護
業
務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
主
な
対
象
要
件

対
象
経
費

対
象
経
費
の
具
体
的
な
内
容

補
助
基
準
額

補
助
率

介
護
業
務
支
援

シ
ス
テ
ム
導
入
等
経
費

①
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス

（
購
入
費
、
リ
ー
ス
料
、
導
入
設
定
費

等
）

②
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
・ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

（
購
入
費
、
リ
ー
ス
料
、
導
入
設
定
費

等
）

③
W
i-
F
iル
ー
タ
ー
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器

（
購
入
費
、
設
置
費
）
※
W
i-
F
i環
境
整
備
に
必
要
な
も
の

④
他
事
業
者
か
ら
の
照
会
等
に
応
じ
た
経
費

（
説
明
資
料
印
刷
代

等
）
※
Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
に
関
す
る
照
会
等

最
大
６
６
６
万
７
千
円

※
事
業
所
の
職
員
数
に
応
じ
て
異
な
る
。

3
/4

効
果
的
な
導
入
及
び

活
用
の
支
援
に
関
す
る
経
費

シ
ス
テ
ム
の
選
定
・活

用
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
等
経
費

１
０
０
万
円

3
/4

参
考

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】
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７
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デ
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ル
機
器
導
入
促
進
支
援
事
業

1
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介
護
従
事
者
の
身
体
的
負
担
の
軽
減
や
業
務
の
効
率
化
な
ど
、
介
護
環
境
の
改
善
に
資
す
る
次
世
代
介
護
機
器
の
導
入
に
必
要
な
経
費
の
一

部
を
都
が
補
助
し
ま
す
。

◆
上
記
（
２
）
次
世
代
介
護
機
器
導
入
推
進
事
業
は
、
「
ア
ド
バ
ン
ス
ト
セ
ミ
ナ
ー
」
へ
の
参
加
の
ほ
か
、
「
公
開
見
学
会
」
等
へ
の
協
力
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

◆
上
記
（
３
）
見
守
り
支
援
機
器
及
び
通
信
環
境
の
一
体
的
整
備
事
業
は
、
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で
に
「
介
護
保
険
施
設
等
に
お
け
る

IC
T
活
用
促
進
事
業
」
、
「
介
護
保

険
施
設
等
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
環
境
整
備
促
進
事
業
」
又
は
「
見
守
り
支
援
機
器
及
び
通
信
環
境
の
一
体
的
整
備
事
業
」
の
補
助
を
受
け
た
法
人
は
、
申
請
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

支
援
内
容

条
件
等

（
１
）
次
世
代
介
護
機
器
導
入
支
援
事
業

（
２
）
次
世
代
介
護
機
器
導
入
推
進
事
業

（
３
）
見
守
り
支
援
機
器
及
び
通
信
環
境

の
一
体
的
整
備
事
業

対
象
施
設

・
居
宅
サ
ー
ビ
ス

・
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

・
居
宅
介
護
支
援

・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
保
険
施
設

・
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
予
防
支
援

・
居
宅
サ
ー
ビ
ス

・
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

・
居
宅
介
護
支
援

・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
保
険
施
設

・
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
予
防
支
援

・
居
宅
サ
ー
ビ
ス

・
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

・
居
宅
介
護
支
援

・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
保
険
施
設

・
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
予
防
支
援

対
象
機
器

・
移
動
支
援

・
排
泄
支
援

・
見
守
り
・
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ

・
介
護
業
務
支
援

・
移
乗
介
護

・
入
浴
支

・
移
動
支
援

・
排
泄
支
援

・
見
守
り
・
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ

・
介
護
業
務
支
援

・
移
乗
介
護

・
入
浴
支
援

・
見
守
り
支
援
機
器

見
守
り
支
援
機
器
の
導

入
に
伴
う
通
信
環
境
整

備

補
助
基
準
額

（
１
台
当
た
り
）

４
０
万
円

(1
台
当
た
り
)

１
３
３
万
４
千
円

(1
台
当
た
り
)

６
０
万
円

(1
台
当
た
り
)

１
３
３
万
４
千
円

(1
台
当
た
り
)

４
０
万
円

(1
台
当
た
り
)

１
,３
３
３
万
４
千
円

(1
法
人
当
た
り
)

補
助
率

３
／
４

３
／
４

３
／
４

７
／
８

３
／
４

３
／
４

参
考

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】
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次
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介
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進
支
援
事
業

1
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介
護
事
業
所
が
生
産
性
向
上
に
向
け
て
人
材
育
成
の
仕
組
み
の
構
築
又
は
改
善
に
取
り
組
む
場
合
に
、
必
要
な
経
費
の
一
部

を
都
が
補
助
し
ま
す
。

▶
対
象
施
設

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
所

※
過
去
に
本
補
助
金
を
申
請
し
た
事
業
所
、
令
和
７
年
度
に
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
導
入
促
進
事
業
補
助
金
を
申
請
す
る
事
業
所
は
対
象
外
。

▶
対
象
経
費

▶
補
助
基
準
額
等

１
事
業
所
当
た
り
３
５
万
円

補
助
率
１
０
／
１
０

支
援
内
容

対
象
経
費

具
体
例

①
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
経
費

事
業
所
の
人
材
育
成
の
仕
組
み
の
構
築
や
改
善
に
伴
う
給
与
表
の
改
定
、
就
業
規
則
の
変

更
に
当
た
っ
て
、
社
会
保
険
労
務
士
に
対
し
て
支
払
っ
た
謝
礼
金

②
研
修
受
講
及
び
資
格
取
得
経
費

事
業
所
の
人
材
育
成
の
仕
組
み
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
研
修
の
受
講
又
は
資
格
取
得
に

係
る
経
費

③
代
替
職
員
経
費

本
事
業
を
活
用
し
て
職
員
が
研
修
受
講
・資

格
取
得
を
す
る
間
、
当
該
職
員
の
不
在
期
間

中
に
代
替
で
業
務
を
行
っ
た
職
員
の
残
業
代
、
人
材
派
遣
職
員
の
派
遣
料

参
考

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.f
u
k
u
sh

i.
m

e
tr

o
.t

o
k
y
o
.l
g
.j
p

/k
o
u
re

i/
h
o
k
e
n

/k
a
ig

o
d
x
ji
n
z
a
i

【
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
】

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.f

u
k
u
s
h
iz

a
id

a
n
.j
p

/2
0
6
g
e
n
b
a
k
a
ik

a
k
u

/j
in

z
a
i/

福
祉
保
健
財
団

令
和
７
年
度

人
材
育
成
促
進
支
援
事
業

1
3
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事
業
者
が
、
介
護

D
X
推
進
人
材
に
対
す
る
手
当
を
支
給
す
る
場
合
や
、
当
該
手
当
を
支
給
す
る
事
業
者
が
、

IT
資
格
の

取
得
等
に
か
か
る
研
修
費
・
資
格
取
得
費
及
び
介
護

D
X
推
進
人
材
の
研
修
期
間
の
代
替
職
員
雇
用
費
を
支
出
す
る
場
合
に
、

こ
れ
ら
の
取
組
に
か
か
る
経
費
を
補
助
し
ま
す
。

▶
対
象
施
設

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
所

※
申
請
開
始
か
ら
起
算
し
て
最
長
３
年
度
申
請
可
能

▶
対
象
経
費

①
介
護

D
X
推
進
人
材
へ
の
手
当
等
に
係
る
経
費

②
介
護

D
X
推
進
人
材
の
研
修
費
・
資
格
取
得
費

③
介
護

D
X
推
進
人
材
が
研
修
期
間
に
不
在
と
な
る
際
の
、
代
替
職
員
雇
用
費

▶
補
助
基
準
額
等

介
護

D
X
推
進
人
材
１
名
当
た
り
５
０
万
円
（
１
法
人
に
つ
き
、
２
名
ま
で
）

補
助
率
１
０
／
１
０

支
援
内
容

参
考

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

 h
tt

p
s:

//
w

w
w

.f
u
k
u
sh

i.
m

e
tr

o
.t

o
k
y
o
.l
g
.j
p

/k
o
u
re

i/
h
o
k
e
n
/k

a
ig

o
d
x
ji
n
z
a
i

【
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
】

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.f

u
k
u
s
h
iz

a
id

a
n
.j
p

/2
0
8
k
-d

x
su

is
in

/

福
祉
保
健
財
団

令
和
７
年
度

介
護

D
X
推
進
人
材
育
成
支
援
事
業

1
4
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
対
象
者

都
内
事
業
所
に
お
い
て
、
介
護
支
援
専
門
員
資
格
を
活
用
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者

（
研
修
修
了
後
に
介
護
支
援
専
門
員
資
格
を
取
得
し
、
業
務
に
従
事
す
る
見
込
の
者
を
含
む
）


対
象
事
業
所

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等

参
考

介
護
支
援
専
門
員
の
法
定
研
修
受
講
料
の
負
担
軽
減
に
取
り
組
む
事
業
者
に
対
し
、
東
京
都
の
介
護
支
援
専
門
員
法
定
研

修
受
講
料
の
一
定
額
を
補
助
し
ま
す
。


対
象
経
費

介
護
支
援
専
門
員
の
勤
務
先
事
業
者
等
が
負
担
し
た
資
格
取
得
及
び
更
新
に
必
要
な
研
修
（
法
定
研
修
）
の
受
講
料


補
助
基
準
額
・
補
助
率

東
京
都
の
介
護
支
援
専
門
員
法
定
研
修
受
講
料
単
価
の
３
／
４
相
当

支
援
内
容

条
件

東
京
都
福
祉
局

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.f

u
k
u
s
h
i.
m

e
tr

o
.t

o
k
y
o
.l
g
.j
p

/k
o
u
re

i/
h
o
k
e
n

/k
a
ig

o
_
lib

/c
a
re

/k
e
n
s
y
u
u
z
y
u
k
o
u
ry

o
u
h
o
z
y
o

令
和
７
年
度

介
護
支
援
専
門
員
法
定
研
修
受
講
料
補
助

1
5
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居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
事
務
職
員
雇
用
に
必
要
な
経
費
を
、
都
が
補
助
し
ま
す
。


対
象
事
業
所

都
内
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所


対
象
経
費

事
務
職
員
雇
用
経
費
（
各
事
業
所
１
名
分
）

支
援
内
容


補
助
基
準
額

2
5
0
万
円


補
助
率

３
／
４

条
件

参
考

※
令
和
７
年
度
事
業
は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

現
在
、
令
和
６
年
度
の
情
報
を
掲
載
中
で
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.f
u
k
u
sh

i.
m

e
tr

o
.t

o
k
y
o
.l
g
.j
p

/k
o
u
re

i/
h
o
k
e
n

/k
a
ig

o
_
lib

/c
a
re

/j
im

u
sy

o
k
u
in

k
o
y
o
u
s
ie

n
n

東
京
都
福
祉
局

令
和
７
年
度

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
事
務
職
員
雇
用
支
援
事
業

1
6
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
④
防
犯
機
器
等
導
入
支
援

◆
対
象

訪
問
系
都
内
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
訪
問
入
浴
を
除
く
。
）

◆
補
助
基
準
額

１
０
万
円

◆
補
助
率

１
／
２


③
訪
問
介
護
員
補
助
者
同
行
支
援

◆
対
象

訪
問
系
都
内
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
訪
問
入
浴
を
除
く
。
）

◆
補
助
基
準
額

１
回
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
時
間
及
び
訪
問
先
と
事
業
所
と
の
往
復
の
時
間
に

対
す
る
給
与
相
当
額
※
に
、
複
数
人
で
訪
問
を
行
っ
た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
※
１
時
間
当
た
り

1
,7

0
0
円
上
限
）

◆
補
助
率

３
／
４


①
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
説
明
会
の
実
施


②
介
護
職
員
向
け
の
総
合
相
談
窓
口
（
管
理
者
向
け
法
律
相
談
を
含
む
。
）
の
設
置


③
介
護
職
員
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
利
用
者
宅
に
複
数
人
で
訪
問
す
る
場
合
の
経
費
の
補
助


④
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
に
必
要
な
防
犯
機
器
の
初
度
整
備
に
係
る
経
費
の
補
助

等

支
援
内
容

参
考

※
事
業
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案
内
し
ま
す
。

【
東
京
都
福
祉
局
】

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.f
u
k
u
sh

i.
m

e
tr

o
.t

o
k
y
o
.l
g
.j
p

/k
o
u
re

i/
h
o
k
e
n

/j
in

z
a
i.
h
tm

l

東
京
都
福
祉
局

令
和
７
年
度

介
護
施
設
に
お
け
る
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
強
化
事
業

1
7

条
件
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令 和 7 年 度 第 ２ 回 

居宅介護支援事業者集団指導 

 

 

介護保険・総合事業サービスご利用状況のお知らせ（給付費通知書）の
発送について 

 

 

 介護保険課給付係では、給付適正化事業の一環として、毎年「給付費通知」を介護

サービス利用者に送付しております。今年度より、このサービスを希望者のみを対象

といたします。申し込み方法は、11月に LoGoフォームにて、希望者から直接申し込

みを受け付けできるよう準備しています。（受付終了令和 8 年 1 月末）発送する内容

については令和 7年度 8月及び 9月に利用されたサービスを対象として、翌年の２月

頃に発送を予定します。今後の運用についても同様となり被保険者には区のホームペ

ージ等でご案内する予定となります。給付費通知の運用に関しては従来通りケアマネ

ジャーの皆様には、ご担当されている利用者の方から問い合わせがありましたら、こ

の通知は、サービス費用等の請求や給付のお知らせではなく、ご利用されたサービス

内容や金額が適切なものか確認していただくための通知であることを、ご説明いただ

きますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険課給付係 

【LoGoフォーム受付開始日】 

令和７年 11月（予定） 

【発送日】 

令和 8年２月頃（予定） 

【対象月】 

令和 7年 8月及び 9月利用分 

 

【送付物】 

①案内文 

左のとおり 

②介護保険・総合事業サービス

ご利用状況のお知らせ（給付

費通知書） 
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　　　　　　　　　　　　　　　　毎月発行されます。

発行されます。

　

    サービスを特定の２か月間にご利用された方へ、サービスの種類や費用額、ご負担に

○○○○居宅介護支援事業
所

居宅介護支援

- ０ １６,４３８

７０,８２２

高島平○○○○ショートステイ
事業所

特定入所者介護サー
ビス等 ９ ７,２６０ １９,３９１

１５,４２４

月計
６,１０９ ７６,５０８

令和５年６月 高島平○○○○ショートステイ
事業所

短期入所生活介護

９ ７,０８３

○○○○訪問介護事業所 訪問介護

９ ３,７０９ ３７,０８４

○○○○居宅介護支援事業
所

居宅介護支援

- ０

令和５年５月 板橋○○○○事業所 福祉用具貸与

３０ ２,４００ ２４,０００

    ※２ 領　収　証　　   …　利用料を支払った際にサービスの提供を受けた事業所から

   ☆このお知らせは、サービス費用等の請求書ではありません。

      また、還付金をお知らせする通知ではありません。

「 給付費通知 」 記載内容の見方 ( 裏面もご覧ください )

サービス事業所 サービス種類
利用した
日数/回数

あなたが負担
した金額（円）

サービス費用
合計額（円）

サービス月

　「介護保険・総合事業サービスご利用状況のお知らせ（給付費通知書）」について

あなたの介護サービスを確認してください

    板橋区では年に一度、給付の適正化を図ることを目的として、介護保険・総合事業

    なられた金額などをお知らせしています。

    令和7年度は、令和7年8月および9月のご利用分についてお知らせします。

    お手元のサービス利用票（※１）や利用者負担分の領収証（※２）などと見比べて

    いただき、ご利用されたサービスの内容や金額に誤りがないかご確認ください。

    ※１ サービス利用票　…　居宅介護支援事業所 ( または地域包括支援センター ) から

サービスを利用した
年月です。

「サービス種類」の名称です。
事業所名が規定文字数を超え
ている場合、表示できないことが
あります。
【例】特定施設入居者生活介護
（短期利用型以外）

その月にあなたが事業所に支払った金額です。
利用料の軽減を受けている場合、実際の支払
額と異なることがあります。

「居宅介護支援」および「介
護予防支援」には利用者負
担がないため、「0」と表示さ
れます。

サービスにかかった費用で
す。自己負担分(１～３割)と
保険給付分（７～９割）の総
額です。

「特定入所者介護サービス
等」は負担限度額の認定を
受けて食費・滞在費が軽減さ
れている方のみ表示されま
す。
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（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

［ 問い合わせ先 ］

板橋区板橋２－６６－１

     板橋区健康生きがい部介護保険課給付係

     電話　０３－３５７９－２３５６

「居宅介護支援」および「介護予防支援」とは、ケアマネジャーが作成した居宅サービ

ス計画の作成にかかる費用です。利用者負担はありませんので、「あなたが負担した金

額」は「０」と表示されています。

「あなたが負担した金額 」 、「 サービス費用合計額 」とも、介護保険の給付対象に

ならないサービスや、食費や滞在費、日用品費、レクリエーション代等は含まれていま

せん。ただし、負担限度額の認定を受けて適用されている方には、「特定入所者介護

サービス等 」 として、食費や滞在費が記載されています。

給付費通知をご覧いただく際の注意点

給付費通知は、介護サービス事業者からの請求にもとづいて、すでに支払いが行われた

給付費について作成したものです。担当ケアマネジャー等とサービス内容について相談

する際に、この通知書をご活用いただき、身体状況に見合った有効なサービスをご利用

ください。また、利用した覚えのないサービスの記載があるときは、担当ケアマネ

ジャーやサービス提供事業所に連絡し、確認をお願いします。なお、この通知により、

介護保険上の手続き等をお願いするものではございませんので、ご留意ください。

住宅改修費や福祉用具購入費、施設サービス費 （ 特別養護老人ホーム ・介護老人保健

施設 ・ 介護療養型医療施設・ 介護医療院 ） は記載されておりません。また、事業者

からの請求が遅れているなどの理由で、実際にはサービスを受けていても記載されてい

ない場合があります。

「 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度 」 により、利用者負担額が軽減されて

いる方は、実際にお支払いになられた金額とは異なる場合があります。

給付費通知は、所得申告をする際の医療費控除証明書として使用できません。
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令和 ７年 １ １ 月 ４日  

集 団 指 導 資 料  

 

区内介護サービス事業者 様 

  

                     

 厚生労働省策定資料改定のお知らせ               

 

日頃より、板橋区の介護保険事業についてご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

厚生労働省老健局が策定している「身体拘束廃止・防止の手引き」、「原則として医行為ではない行

為に関するガイドライン」が令和７年３月に内容が改定されています。 

今後、事業所内の研修などの機会に職員の皆さまに、ご周知いただきますようお願いいたします。 

 記 

 

１ 「身体拘束廃止・防止の手引き」 

  データは下記のリンクよりご確認お願い致します。 

市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（国マニュアル） ＞ 別冊 ＞ 

＞ 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200478_00003.html 

 

２ 「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」 

   データは下記のリンクよりご確認お願い致します。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuh

ogo/gensoku_ikoui.html 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

板橋区健康生きがい部介護保険課指導係 

電話：３５７９－２３８６ 

28



障がいのある方の障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係について 

 

１ はじめに 

 介護保険制度の対象となる障がい者については、障害福祉サービスに相当する介護保険

サービスがある場合、介護保険サービスを優先的に利用していただくことが基本となって

おります（障害者総合支援法第７条）。 

 一方で、障がい者の心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、障害福

祉サービスに相当する介護保険サービスのみでは必要な支援を受けることができないこと

も想定されます。したがって、介護保険サービスの優先適用は、サービスの種類に応じて

一律に行うものではなく、障害福祉サービスを利用できる場合もあります。 

 居宅介護支援事業者の皆様におかれましては、障がい者が６５歳に到達した場合など

で、介護保険サービスを利用する際には、個別の状況に応じた適切な支援を受けられるよ

う、ご配慮をお願いします。 

 

２ 年齢によるサービス利用可能な範囲について 

特定疾病なし 特定疾病該当者

～３９歳

４０～６４歳 障害福祉サービス 介護保険サービス 障害福祉サービス

６５歳～

介護保険法による

障害福祉サービス

生活保護受給者

介護保険サービス（障害福祉サービス）
 

 

３ 障害福祉サービスと介護保険サービスの関係について 

・障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険優先が基本とな

ります。 

障害福祉サービス 介護保険サービス

ホームヘルプ 居宅介護 訪問介護

デイサービス 生活介護 通所介護

ショートステイ 短期入所 短期入所生活介護

両制度に共
通のサービ
ス(相当する
サービス例)
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・介護保険サービスに相当するサービスがない、障害福祉サービス固有のサービスについ

ては利用が認められています。 

 例）同行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援 他 

・次の①、②のように介護保険サービスのみでは十分な支援を受けることができないと判

断した場合には、障害福祉サービスの利用が可能となることがあります。 

① 介護保険のケアプラン上において、介護保険サービスのみでは支援が不足すると認

められる場合 

② 介護保険の要介護認定結果が非該当になるなど、介護保険サービスを利用できない

で、障害福祉サービスによる支援が必要と認められる場合 

 

【問い合わせ先】 

障がいサービス課板橋地域支援係      ３５７９－２４６０ FAX３５７９－２３６４ 

障がいサービス課赤塚地域支援係      ３９３８－５１１８ FAX３９７９－０５８１ 

障がいサービス課志村地域支援係      ３９６８－２３３７ FAX３９６９－２２５１ 

※板橋地域支援係担当地域 板橋・稲荷台・大谷口・大谷口上町・大谷口北町・大山町・

大山金井町・大山西町・大山東町・加賀・熊野町・小茂根・幸町・栄町・中板橋・仲宿・

仲町・中丸町・東山町・氷川町・富士見町・双葉町・本町・南町・向原・大和町・弥生町 

※赤塚地域支援係担当地域 赤塚・赤塚新町・上板橋・桜川・大門・東新町・常盤台・徳

丸・中台・成増・西台・三園一丁目・南常盤台・四葉・若木 

※志村地域支援係担当地域 相生町・小豆沢・泉町・大原町・坂下・清水町・志村・新河

岸・高島平・蓮沼町・蓮根・東坂下・舟渡・前野町・三園二丁目・宮本町 
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みつかーる板橋

医療・介護・障がい・通いの場情報ＭＡＰシステム

様々な検索方法で、情報を検索できます。

本システムのアクセス方法

2次元コード読取り方法②

URL ： https://carepro-navi.jp/itabashi

検索エンジンから方法①

板橋区 ＭＡＰシステム 検索

「板橋区 MAPシステム」で検索

主な運用変更の内容

・対象のサービスに該当する

区内の介護・医療・障がい福祉の全事業所を原則公開へ！
※従来は、公開同意のあった一部事業所のみを公開

・公開対象となる障がい福祉サービスの情報を拡充！
※例：計画相談支援、放課後等デイサービスの情報など

・新たに通いの場の情報を追加！
※例：10の筋トレ、福祉の森サロン（集いの場）、ふれあい館の情報など

１地図･住所
から探す ２事業所名

から探す
３ｻｰﾋﾞｽ・種別

から探す

～住み慣れた“いたばし”にいつまでも～ 板橋区版ＡＩＰ

医療・介護・障がい福祉関係 事業所の皆様

「板橋区ケア倶楽部」の初期登録手続きにご協力お願いします。

※「板橋区ケア倶楽部」の詳細は裏面参照
※初期登録手続き（メールアドレス及びＦＡＸ番号のご登録のみ）に必要なＩＤ/パスワードは、
各事業所様宛に郵送しています。ご不明な場合、裏面問合せ先までご連絡ください。

※年１回ＦＡＸで公開情報調査を実施していますので、併せてご協力お願いいたします。(裏面参照)

令和７年１０月、地域資源の情報をより一体的に検索できるシステムとして、リニューアルしました。

３ｻｰﾋﾞｽ・種別
から探す
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以下の閲覧が可能です。

・区からのお知らせ

・厚生労働省のお知らせ

・東京都からのお知らせ

本事業についてのお問合せ

板橋区健康生きがい部おとしより保健福祉センター TEL：03-5970-1114

介護・福祉ニュース

お知らせ・情報 医療・介護・障がい福祉・通いの場

の地域資源を検索することができま

す。関係者向けの項目を閲覧する場

合は、こちらから検索が可能です。

医療や介護・障がい福祉にまつわ

る様々な最新ニュースを閲覧する

ことができます。

キーワード検索で欲しい情報

を手間をかけずに閲覧できま

す。なお、区からは登録した

メールアドレス宛に公開通知

が届きます。

資源検索

区が作成した各テーマについての

掲示板で意見交換することができ

ます。

掲示板

サイト・システム・公開についてのお問合せ

トーテックアメニティ（株）情報センター
TEL：03-5657-3203
FAX：03-5909-8803

関係者向けサイト（板橋区ケア倶楽部）でできること

情報の掲載にあたって

年１回、FAX調査にて公開情報の内容確認を実施するとともに、ご回答いただいた内

容については、区の事業である板橋区医師会在宅医療センター療養相談室と共有し、

在宅療養中の方、在宅療養を支える方からの相談支援に活用させていただきます。

お手数おかけいたしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

※令和７年度公開情報調査は10月に実施。（公開情報はケア倶楽部から随時更新可能です。）

※運用変更に伴い、原則、全事業所が公開対象となりますが、諸事情により非公開を希望する場合

は、下記トーテックアメニティ（株）情報センターへご連絡をお願いいたします。

※当サービスの運用は、トーテックアメニティ(株)に委託しています。

板橋区よりＩＤ/パスワードを配付された医療・介護・障がい福祉サービス事業所などの関

係者のみ板橋区ケア倶楽部の利用が可能です。板橋区ケア倶楽部は、医療・介護・障がい・

通いの場情報ＭＡＰシステムのページ下部のボタンより遷移します。ぜひご活用ください。

・区からのお知らせの配信（配信アドレス：admin@carepro-navi.jp）

→ご登録いただいたメールアドレス宛に公開通知が届きます

・関係者向けの項目の閲覧が可能で、より詳細な情報を確認可能に

→例：（介護）対応可能な医療処置など、（医療）レスパイト入院の受入れ可否など

・情報の掲載や利用の費用は無料（インターネット環境が必要です）
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事前の申請が
必要です

郵便等による不在者投票制度は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護
保険の被保険者証をお持ちの方が、その等級や要介護状態区分により、
選挙の際に郵送等（郵便又は信書便）で投票ができる制度です。

板橋区選挙管理委員会
問い合わせ先
板橋区板橋二丁目６６番１号
０３－３５７９－２６８１
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郵便等による不在者投票の対象者 
　郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方（○印の該当者）

又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています（平成16年3月より対象者が拡大されま

した）。 

郵便等による不在者投票の手続 
　郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに

申請するようにしましょう。 

投票手続 

①投票用紙・投票用封筒を請求します

②郵便等により送付します

④郵便等により送付します

名簿登録地の 
市 区 町 村 の
選挙管理委員会 

2

請求書 
（署名必要） 

投票用紙・投票用封筒 

投票用紙・投票用封筒 

両下肢、体幹、 
移動機能の障害 

免疫､肝臓の障害 

心臓、じん臓、呼吸器、 
ぼうこう、直腸、小腸の 
障害 

○ ○ 

○ － ○

○ ○ ○ 

手帳の記載では
該当するかどう
かわからないとき
は、市区町村の
選挙管理委員
会にお問い合わ
せください。 

郵便等投票証明書の交付申請 1

①証明書の交付を申請します

②郵便等により送付します

名簿登録地の 
市 区 町 村 の
選挙管理委員会 

　投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の 
交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。 

申請書 
（署名必要） 

身体障害者手帳 
又は 

戦傷病者手帳 
又は 

介護保険の被保険者証 

郵便等投票証明書 

郵便等投票証明書 

身
体
障
害
者
手
帳 

障　害　名 備　考 
障害の程度 

1級 2級 3級 
障　害　名 備　考 

両下肢、体幹の 
障害 

心臓､じん臓、
 呼吸器､ぼうこう､
直腸､小腸､肝臓
の障害 

障害の程度 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ ○ 

特別 
項症 

第 1 
項症 

第 2 
項症 

第 3 
項症 

手帳の記載では
該当するかどう
かわからないとき
は、市区町村の
選挙管理委員
会にお問い合わ
せください。 

戦
傷
病
者
手
帳 

要介護状態 
区分 

「要介護5」 

介
護
保
険
の
被
保
険
者
証 

選 挙 人

選 挙 人

③自宅等現在する場所で、投票用紙
　 に候補者名を記載し、投票用封筒 
　 に入れた後、その表面に署名します 

記載済み 
投票用紙 

投票用封筒 
（署名必要） 

※この資料は、総務省・（財）明るい選挙推進協会の
「郵便等による不在者投票ができます」より一部抜粋したものです
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STEP3

Disaster Preparedness

知っておきたい、
緊急時の情報収集

板橋区
防災
メール

板橋区内の災害情
報・気象情報・緊急犯
罪情報などをメールで
受信できます。

Bousai

このＱＲコードを読み取って
「空メール」を送信してください。

または、下記のメールアドレスを
直接入力し、「空メール」を送信
してください。

itabashi@cousmail-entry.cous.jp

板橋区防災メール

登録方法

STEP2STEP1

返信メールが送られてきます
ので、メールに添付されてい
る登録用ＵＲＬを30分以内に
クリックしてください。

受け取りたい情報を選んで、
登録完了です！

ご利用上の注意点

◆ お使いの携帯電話に迷惑メールの拒否設定をされている場合は、「itabashi@info.cous.jp」
からのメールが受信できるように設定を変更してください。

◆ ご利用の通信機器の状況や周囲の環境、各種の障害発生によりメールが届かない場合がありま
す。

◆ このメールサービスは無料でご利用いただけますが、受信に伴う通信料は自己負担となります。

お問合せ先 板橋区役所 危機管理部 防災危機管理課 危機管理係
０３－３５７９－２１５４ 35



受信できる情報
登録画面から、受信する情報を選択できますので、必要な情報をお選びください。

※ 「⑧避難情報、⑪緊急情報」については、必ず送信されます。

受信できる情報は以下のとおりです。

No. 配信情報 配信条件・内容

①
気象情報

（特別警報・警報・注意報）

気象庁が板橋区に対し、以下の気象情報を発表した場合にメール
を配信します。
◆大雨・暴風・大雪・暴風雪特別警報
◆大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪警報
◆大雨・洪水・強風・大雪・雷注意報

また、気象情報が切り替わった場合及び解除になった場合にもメー
ルを配信します。

② 土砂災害警戒情報
気象庁が板橋区に大雨警報を発表している状況で、土砂災害発生
の危険度がさらに高まった時に発表された警戒情報を配信します。

③ 記録的短時間大雨情報
気象庁が東京都で数年に1度しか発生しないような短時間の大雨を

観測した時に、発表された記録的短時間大雨情報を配信します。

④ 地震情報 板橋区内で震度３以上の地震が発生した場合に配信します。

⑤ 火山情報 富士山の噴火警戒レベルが高まった場合に配信します。

⑥ 南海トラフ地震情報
気象庁が南海トラフ地震臨時情報及び南海トラフ地震関連開設情
報を発表した場合に配信します。

⑦ 天気予報
気象庁が発表する板橋区の天気予報を電子メールの配信確認を兼
ねて、毎週金曜日のお昼ごろに配信します。

⑧ 避難情報 板橋区から発令する避難情報等を配信します。

⑨ 雨量情報
板橋区内に設置された雨量観測局（１３箇所）において、観測値が
一定の基準値を超えた場合に雨量情報を配信します。

⑩ 河川水位情報
板橋区内に設置された河川水位観測局（８箇所）において、観測値
が一定の基準値を超えた場合に水位情報を配信します。

⑪ 緊急情報
災害時（または災害発生のおそれがある場合）、インフルエンザ等
の世界的な大流行時や微小粒子状物質（PM2.5）が濃度レベルAに

達した場合等に、板橋区からの緊急なお知らせを配信します。

⑫ 板橋区からのお知らせ 防災訓練など防災に関する情報を配信します。
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もしもに備える、
今すぐ使える防災アプリ

家族や大切な人の安否確認、避難情報、ライフラインの被害状況もこれひとつ。
日頃から使い慣れておくことで、安心につながります。

アプリ

アプリの
ダウンロードはこちら

Android用 iOS用

便利な機能
多数
気象情報

交通・ライフライン情報
多言語機能

災害時に役立つ
機能

プッシュ通知機能
防災マップ
被害報告機能
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その他の機能

気象情報

防災マップ
様々な情報を地図上に表示して
確認できます。
•避難指示等発令状況
•避難所の開設・混雑状況
•各種ハザードマップ　　など

災害時に被害を
発見した場合、写真と
ともに区に被害報告が
できます。

※写真を投稿する場合は、プライバシーに配慮してください。
※災害時にのみに利用できる機能です。

被害報告機能

交通・
ライフライン情報
• 公共交通機関の運行状況
•道路情報
•電気・ガス・水道・通信情報

•区の気象情報
•台風情報
•河川の水位や映像　など

板橋区危機管理部防災危機管理課
〒173-8501　東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話 ： 03-3579-2154    メール ： kk-kikikanri@city.itabashi.tokyo.jp

お問い合わせ

アプリの機能紹介

※本アプリのインストールは無料ですが、通信費は利用者の負担となります。

プッシュ通知機能 コミュニティ機能
自由にコミュニティを作成
し、家族や友人等と情報共
有や安否確認ができます。

言葉の壁によるリスクを減
らすため、日本語、英語、中
国語（簡体字・繁体字）、韓
国語の5言語の表示ができ
ます。

多言語機能GPS機能
GPSを有効にすることで、現
在地周辺の避難指示等の発
令状況や近隣の避難所など
を地図上で確認できます。

避難指示等の緊急情報や防
災行政無線放送内容をプッ
シュ通知で確認できます。
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第
29
回

板
橋
区
医
師
会
医
学
会

参加費無料 申 込 制

開 催
日 時

開 場 13:00   開 演 13:30

会 場

板橋区立文化会館
大ホール
[板橋区大山東町51-1]

定 員

13:45～14:45

14:45～14:55

15:05～16:05

特別講演Ⅰ

東京都相互理解のための対話促進支援事業

「緊急時の対応について」

特別講演Ⅱ

「高齢者に適した医療とは：
患者学のすすめ」

座 長

講 師

板橋区医師会　会長

東京都健康長寿医療センター
理事長 兼 センター長

齋藤 英治

板橋区医師会　副会長鈴木 陽一

秋下 雅弘

座 長

講 師

吉野 正俊

谷本 道哉

板橋区医師会　副会長

順天堂大学
スポーツ健康学部教授

「人生110年時代を目指す
裏切らない筋トレ」

1,200名（先着順）
※定員になり次第、締め切ります。

区
民
公
開
講
座

2
人
の
専
門
家
に
よ
る
健
康
寿
命
を
延
ば
す
た
め
に
必
要
な

講
演
会
を
行
い
ま
す
。

令和7年11/30 (日)
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第29回 板橋区医師会医学会
区民公開講座申込方法

参加ご希望の方は、板橋区医師会のWebサイトまたは往復ハガキで
11月19日までにお申し込みください。ただし、定員（1200名）になり
次第、締め切りとなりますのでご了承ください。
当日ご入場の際はメールまたはハガキの参加証をご提示ください。
2名でお申込の方は、お待ち合わせのうえご一緒にご入場ください。

参加費

申し込み内容

申し込み先

お問い合わせ ■板橋 区医師会医学会事務局 〒173-0012  板橋区大和町1-7
http://www.itb.tokyo.med.or.jp

■板橋区健康生きがい部健康推進課　〒173-8501  板橋区板橋2-66-1

電話 03-3962-1301

電話 03-3579-2727

往復ハガキ記入例

板橋区医師会医学会事務局

〈往信－表面〉

板
橋
区
医
師
会

　
　
　
医
学
会
事
務
局  

行

東
京
都
板
橋
区
大
和
町
１
番
７
号

お
申
し
込
み
者
の
お
名
前  

様

お
申
し
込
み
者
の
ご
住
所

〈返信－裏面〉 〈往信－裏面〉〈返信－表面〉

〒173-0012 板橋区大和町1-7

※何も書かないで
　ください。

板橋区医師会
Webサイトから
お申し込み

往復ハガキでの
お申し込み

http://www.itb.tokyo.med.or.jp/gakkai/index.html

無 料

定 員
1200名
（先着順）

※往復ハガキは、返信用にも住所・氏名を記入してください。
※ハガキ1枚につき申込は最大2名までです。
※氏名・住所等の個人情報は、返信ハガキの送付にのみ使用させていただきます。

①郵便番号・住所　②氏名（ふりがな） ③電話番号　④申込人数

①郵便番号・住所

②氏名（ふりがな）

③電話番号

④申込人数

区民公開講座参加申込みの入力フォームに必要事項をご入力の上
お申し込みください。
正常に登録が完了しましたら、お申込完了のメールを送信いたします
ので当日はその画面をお見せください。

往復ハガキの方はお申し込み後から10日前後でお申込完了のお知らせ
(返信ハガキ)を送付いたします。当日は忘れずにお持ちください。

85円 85円1 7 3 0 0 1 2
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